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高齢者の人権に関する法的拘束力のある文書の一般的な枠組み、構成、
および指針となる原則に関する（国際障害同盟）IDAの提出文書
2026年4月22日

 はじめに
1. 国際障害同盟（IDA）は、本年7月13日から17日に開催される高齢者に関する政府間作業部会の第1回会合に向け、高齢者の人権に関する法的拘束力のある文書の一般的な枠組み、構成、および指針となる原則に関する意見を表明するこの機会を歓迎する。 高齢者の具体的な権利について議論に入る前に、こうしたテーマに焦点を当てることは適切であると考えられる。障害のある高齢者に係る具体的な課題や権利については、今後の意見提出で論じる予定である。
2. この短い意見書は、障害者権利条約（CRPD）に基づく障害の視点から、このプロセスに提言を行うものである。前任の障害者権利特別報告者が提唱し、追求してきた2つの重要な目的がある。すなわち、障害者権利条約は「国際人権法の進展に後退が生じないよう、高齢者の権利に関するあらゆる基準設定における最低限の基準とみなされるべきである。高齢者の権利に関する新たな法的拘束力のある国際的枠組みは、障害のある高齢者を不利な立場に追いやっている国際的枠組みの空白や不整合に留意すべきである。」[footnoteRef:1] このようにして、国際人権法の断片化（バラバラであること）や一貫性の欠如を防ぎ、障害のある高齢者の権利保護を強化することができる。  [1:  A/74/186、パラグラフ16。] 

3. この意見書では、障害と高齢化の相互関係について簡潔に言及する（現段階では網羅性を追求するものではない）。さらにこの意見書は、交差的アプローチの強化を求めるものであり、その目的は、一つには、将来の法的拘束力のある文書によって障害のある高齢者の権利が適切に保護されるようにすることであり、もう一つは、高齢者が直面する状況に人権を適合させようと意図した実質的な進展が、障害のある人の既得権を損なうことなく、また、別々の条約によって断片化されたり矛盾する枠組みにつながったりすることがないようにすることである。
[bookmark: _Toc215751431] 障害と高齢化に関する背景
4. 出生率の低下と平均寿命の延長による、世界人口の高齢化は周知の事実である。また、寿命の延長は、機能障害の出現率の増加（主に身体的・認知的障害や慢性疾患）と関連しており、これが社会における様々な障壁と相互作用して、障害につながっていることも明らかである。 
5. 国連の現在の推計によると、高齢者の約46％が何らかの機能障害をもっており、この数値は今後さらに増加する可能性が高いとされる[footnoteRef:2]。このように、人口の高齢化は障害の出現率の上昇につながり、その結果、たとえば支援サービス、補助器具、医療サービス、あらゆる分野におけるアクセシビリティなど（これらは満たされているか否かに関わらず）、より高い需要やニーズが生じることになる。  [2:  こちらを参照。 ] 

6. 障害と高齢化の交差する領域には、2つの異なるグループが存在する。すなわち、a) 若い頃に機能障害をもち、その後加齢した人、および b) すでに高齢者となり、その後機能障害をもった人である[footnoteRef:3]。前者のグループは、自分自身を障害のある人として認識する傾向がある一方、後者のグループは「身体機能や認知機能の低下を、加齢の『正常な』一部と捉える傾向が強い」[footnoteRef:4] このような、社会のかなり一般化された認識は、障壁を取り除き社会参加を促進するための公的取り組みの欠如につながっている[footnoteRef:5] 。2019年の報告で、前障害者権利特別報告者は、「障害は社会的構築物としてますます理解されるようになっている一方で、高齢による不平等は主に『自然なもの』あるいは『避けられないもの』と見なされている」と付け加えた[footnoteRef:6]。しかし、加齢そのものは人生の自然な一部であるが、社会からの排除、参加の制限、差別、そして権利行使の剥奪は、自然なものではなく社会的に決定されたものであり、必然的なものではなく、確実に回避可能なものである。 [3:  混乱を避けるために、加齢に伴い人が経験するすべての変化、例えば歩行速度の低下や、以前よりも日常的な作業に時間がかかるようになるといった変化が、必ずしも機能障害を構成するわけではなく、また、そのような変化が障害につながり、その人を障害者とみなすような機能障害の基準に達するわけではないことに留意することが重要である。本提出文書は、現段階では、この点についてさらに詳しく立ち入ることはしない。  ]  [4:  A/74/186、パラグラフ 16。]  [5:  A/74/186、パラグラフ 19。]  [6:  A/74/186、パラグラフ 6。] 

7. 障害のある高齢者は、エイブリズム（障害差別）とエイジズム（年齢差別）の両方の否定的な認識、スティグマ、固定観念にさらされている。その結果、彼らは「悪化した形態の差別や特定の人権侵害……力の喪失、自律の否定、周縁化（社会から置き去りにされること）、文化的軽視」の被害者となり[footnoteRef:7] 、「社会的孤立、排除、貧困、虐待に陥りやすい」[footnoteRef:8] 。これには、地域社会に基づく支援の欠如や施設収容が含まれる。[footnoteRef:9] ジェンダーの視点を加えると、障害のある高齢女性は、経済的依存、ニーズの充足不足、人権侵害に直面する可能性がより高いことが想起される[footnoteRef:10]。 COVID-19パンデミックは、施設入所中の障害のある高齢者に特にみられる他のリスクを明確に示しており、これには高い死亡率や、障害に基づく「トリアージ」の実践さえも含まれる。  [7:  A/74/186、パラグラフ 8。]  [8:  A/74/186、パラグラフ 8。]  [9:  A/74/186、パラグラフ 18。]  [10:  A/74/186、パラグラフ9。] 

8. 特に懸念されるのは、障害関連と高齢者関連の政策の間の断片化（ばらばらであること）、および適用範囲の空白（格差）である。典型的な例としては、定年（例：65歳）を迎え、障害給付やプログラムの受給資格を失い、自身のニーズへの対応が不十分な高齢者向け制度に移行させられる障害のある人が挙げられる。同様に、高齢になってから機能障害をもった人は、障害に基づくサービスを受ける資格がない場合がある[footnoteRef:11]。 [11:  A/74/186、パラグラフ 25。] 

9. 上記の考察は網羅的なものではないが、高齢者の権利に関する法的拘束力のある文書の策定において、プロセスと内容の両面から、障害のインクルージョンと強力な交差的アプローチの確保がいかに重要であるかを示している。
 包括的枠組みの要素
	高齢者の人権に関する国際的な法的拘束力のある文書は、どのような包括的な枠組みに基づいて策定されるべきか。さらに、高齢者がすべての人権および基本的自由を完全かつ平等に享受する権利所有者であるという認識を、その文書が最も適切に反映し、強化するにはどうすべきか。



権利の行使を促進・確保するための、年齢に基づく差別、スティグマ、偏見、固定観念の根絶に焦点を当てる
10.  障害者権利条約は、障害の理解の「パラダイムシフト」をもたらし、慈善や医学的な理解から、社会的モデルおよび人権モデルへと移行させた。 簡単に説明すると、焦点は、個人の状態やそれを「治そう」とする試みから、人々を「障害」状態に追いやる社会によって生み出される様々な障壁を強調すること、そして個人を権利の保有者として認識し、参加と権利の行使を確保するために障壁を取り除き支援を保障する国家の義務を確立することへと移行した。これは今日、障害者権利条約の序文(e)に次のように反映されている。「障害は発展する概念であり、また、障害は、機能障害のある人と、これらの人に対する態度および環境による障壁との間の相互作用であって、これらの人が他の人との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げるものによって生じる」
11.  元障害者権利特別報告者のジェラルド・クイン教授が、高齢者の権利に関する条約の可能性について論じた際に説明したように、このパラダイムシフトとは、「 （認識の）枠組みを切り替えることによって、現実を異なる視点で『見る』ことができ、これまで見過ごされていた問題に気づき、これまでとは異なる方法で問題解決に取り組むことができるようになる」ことを意味していた[footnoteRef:12]。 この意味で、差別を引き起こし、他者との対等な立場での参加や権利の行使を妨げる障壁（態度的なものを含む）に焦点を当て、それを取り除く義務を定めることは、問題を解決し、障害のある人が人権を享受できるようにするための行動や政策介入を推進するのに役立つ。 [12:  ジェラルド・クイン国連障害者権利特別報告者による、ドイツ人権機関でのプレゼンテーション、ワークショップ：「高齢者の権利に関する条約案」、ベルリン 2021年11月14日、1ページ。] 

12.  高齢者の場合、暦年齢という客観的要因に加え、「高齢」という概念や「高齢者」の認識や役割は、多様な社会的規範、文化的価値観や慣行を持つ社会において、時代とともに変化することを強調することが重要である[footnoteRef:13] 。否定的な支配的理解、すなわちエイジズム（年齢差別）[footnoteRef:14]は、高齢者は能力が低く価値も低いとみなすものであり、その結果、年齢に基づく差別、公共政策における優先順位の低下、資源の配分・分配における不利な扱い、社会的孤立と排除、権利行使の制限、そして権利侵害を正当化し永続させる慣行を含め、不十分な権利保護につながっている。 [13:  A/HRC/49/70、パラグラフ 5。WHO、『エイジズムに関するグローバル・レポート』（WHO 2021）、3 ページも参照のこと。こちらから入手可能。  ]  [14:  WHO、『エイジズムに関するグローバル・レポート』（WHO 2021年）、こちらから入手可能。 ] 

13.  このような状況を改めるためには、まず、高齢者が人権の保有者であり、したがって他者と平等に人権を享受し行使する権利をもつことを再確認することが重要である。その結果、高齢者の権利の行使を促進し確保するために、否定的な固定観念、偏見、および年齢にもとづく差別を根絶することが国家の義務であることを確認することが重要である。この意味で、高齢または高齢とみなされることを理由とする高齢者に対する年齢に基づく差別の総合的な定義、ならびに高齢者が直面する不平等を軽減し、権利の行使と享受を制限する社会的慣行を根絶するという積極的義務を、中心に据える必要がある。
14.  障害のある高齢者の場合、元障害者権利特別報告者のカタリナ・デバンダス氏は次のように強調した。「高齢と障害が交差する領域において、権利に基づくアプローチを効果的に適用するには、高齢化や高齢者に対する社会の認識に関するパラダイムシフトが伴わなければならない。機能障害は、人間の多様性の一部として受け入れられるべき高齢化の正常な側面であるだろうが、差別や社会的排除はそうではない。」[footnoteRef:15] 後者に対応するには、断固たる公的措置と権利の効果的な実施・保護を求める、強力な義務を定める必要がある。 [15:  A/74/186、パラグラフ 70（強調は筆者（特別報告者）による）。] 

A. 障害者権利委員会による包摂的平等（inclusive equality）
15.  障害者権利条約第5条（平等と無差別）に関する一般的意見第6号において、障害者権利委員会は、条約の基礎となる包摂的平等という概念を提唱し、発展させた。委員会は、包摂的平等について次のように明記した。 
「実質的な平等のモデルを包含し、以下の点で平等の概念を拡張・具体化する：
(a) 社会経済的不利に対処するための公正な再分配の側面（fair redistributive dimension）；
(b) スティグマ、固定観念、偏見、暴力と闘い、人間の尊厳とその交差性を認める認識の側面（recognition dimension）；
(c)社会集団の一員としての人々の社会的性質を再確認し、社会への包摂を通じて人間性を全面的に認める参加の側面（participative dimension）；および 
(d) 人間の尊厳の問題として差異のための空間（スペース）を確保する配慮の側面（accommodating dimension）」 

16.  IDAは、このような概念が、障害のある高齢者を含む高齢者の権利に関する総合的条約の具体的な条項の関連内容を、今後さらに詳細に展開するための有用な枠組みとなると考えている。これは「変革的な平等」（transformative equality）によって表現される思想を暗示するだけでなく、平等の概念の内容として取り組むべき4つの重要な側面（再分配の側面、認識の側面、参加の側面、配慮の側面）を示している。実践において権利の行使を達成し確保するためにこれらすべてが必要であり、いずれの側面も軽視されてはならない（例えば、再分配を伴わない承認は象徴的なものに留まり、十分に効果的ではない可能性がある）。  
B. 人権に基づくアプローチの鍵としての意思決定への参加
17.  従来の人権条約と比較して、障害者権利条約は第4条(3)項の盛り込みにより革新をもたらした。この条項は、各国に対し、障害のある人を代表する組織を通じて、障害のある人と「密接に協議し、彼らを積極的に関与させる」ことを求めている。その対象は、「本条約を実施するための立法および政策の策定と実施、ならびに障害のある人に関連する問題に関するその他の意思決定プロセス」である。
18.  このように、障害者権利条約は、国家の一般的義務の中で、人権に基づくアプローチの第一の要素である「参加」を反映している[footnoteRef:16]。 この要素は、障害者権利条約第4条(3)および第33条(3)に関する障害者権利委員会の一般的意見第7号 においてさらに詳述されており、そこでは、他の関係者の見解よりも、障害のある人およびその代表組織の見解が優先されることが規定されている[footnoteRef:17]。  [16:  人権に基づくアプローチは通常、その根底にある5つの要素、すなわち参加、説明責任、無差別、エンパワーメント、合法性に言及して説明される。]  [17:  CRPD/C/GC/7、パラグラフ 14。] 

19.  IDAは、高齢者の権利に関する条約は、障害者権利条約および障害者権利委員会の取り組みを基盤とし、協議と参画というこの一般的な義務をとくに明確に定めるべきであると考えている。条約の実施に向けた参加型メカニズムを通じて、多様性に富む高齢者をこのように包摂することは、条約の下で「高齢者が権利の保有者であることを反映し、その認識を強化する」ための、極めて適切かつ具体的な方法となる[footnoteRef:18]。  [18:  障害者権利委員会の一般的意見第 7 に基づくより詳細な議論は、このプロセスの後の提出文書で取り上げられることになるだろう。] 

 障害の視点からの重要な原則
	高齢者の権利を効果的に保護するために、法的拘束力のある文書はどのような中核的な原則に基づくべきか？さらに、法的拘束力のある文書は、高齢者の既存の人権を再確認すると同時に、あらたに規範的発展が必要な分野とのギャップを明確に特定し、対処するにはどうすればよいか？



20.  この新しい条約の原則は、起草者のビジョンを伝えるだけでなく、条約で認められた実質的な権利の解釈（実施や執行のいずれにおいても）を助けるという点で、より具体的に重要である。以下の段落においてIDAは、障害の観点にとって重要なだけでない、高齢者の権利の具体的な内容を適切に明確化するのに役立つ原則を提示する。
21.  障害者権利条約第3条(a)に規定されている「固有の尊厳、個人の自律（自ら選択する自由を含む）および個人の自立の尊重」という原則は、高齢者全体にとって、とりわけ障害のある高齢者にとって特に重要である。「固有の尊厳」という言葉は、文脈によって解釈の幅があり得るが、「すべての人間が尊重されるべき内在的価値を有しており、一部の行動はこの内在的価値の尊重と矛盾する」ことを意味している[footnoteRef:19]。このような原則を肯定することは、高齢者や障害のある高齢者の価値を低く見る、社会に蔓延するエイジズム（年齢差別）やエイブリズム（障害差別）の支配に対抗する。 [19:  Bantekas, Ilias、Michael Ashley Stein、Dimitris Anastasiou（編）、「国連障害者権利条約：解説」、Oxford Commentaries on International Law (2018) https://doi.org/10.1093/law/9780198810667.001.0001、2026年4月15日アクセス、92ページ。] 

22.  自らの選択を行う自由を含む個人の自律と個人の自立の原則は、障害者権利条約の中核をなし、障害と高齢化の交差点において極めて重要な位置にある。実際、地域社会において、どこで誰と暮らすか（障害者権利条約第19条）の意思決定を含む法的能力の行使（同第12条）——これは法律でも実務でも、多くの障害のある高齢者にとって制限されている——において、これらの二つの原則（自律と自立）は極めて重要である。これにより、障害のある高齢者を含む高齢者、および彼らの主体性と自立が軽視されることなく、将来の法的拘束力を持つ文書によって再確認されることになる。必要に応じて、支援付き意思決定、自立生活のためのパーソナルアシスタンス、自律的な移動のための補助器具などを含む適切な支援が提供される。 
23.  平等と無差別を一般原則として盛り込むことについては、国際人権法で確立された原則であり、ほとんど説明の必要はない。しかしこれは、より近年発展した原則である交差性（intersectionality）によって補完される必要があるかもしれない。それは、高齢者の人権に関する実質的な規定が、ジェンダー、障害、人種、民族的背景、先住民の背景、性的指向など、その他のアイデンティティの層との関連性を認識した上で解釈・実施されるよう確保するためである。
24.  また、IDAは、社会への完全かつ効果的な参加と包摂の原則を推進したいと考えている。特に障害の分野において重要なこの原則は、高齢者、とりわけ障害のある高齢者が、社会生活のあらゆる側面に積極的に参加し、主流の環境にアクセスでき、隔離されたり社会の周縁に追いやられたりしないようにする。この原則やその他の原則と関連して、アクセシビリティの原則も強調できる。これは、障害のある人だけでなく、障害のない高齢者にとっても重要であり、建築環境、交通、情報・通信へのアクセスを容易にし、権利を自律的に行使できるよう促す。
25.  提案された第2の質問について、IDAは、今後の課題は主に既存の人権の内容を確認し、高齢者の場合にはどうあるべきかを検討することだと考えている。その際、これらの権利に関する国家の義務を定めるにあたり、人権保護における高齢者をめぐる格差は、適切に是正されるべきであり、また是正されることになる。その意味で、障害者権利条約の条項はかなり参考になる。 
26.  例えば、すべての子どもには教育を受ける権利と差別を受けない権利がある。障害者権利条約第24条は、分離された特別支援教育の慣行を違法とし、各国に対しインクルーシブな教育制度を整備することを義務付けた。これにより、権利保有者はそのような差別から保護され、まず国家レベルで整備される効果的な救済措置を通じて、その保護が実現される。 
 総合的かつ効果的な条約に向けた提言
	法的拘束力のある文書は、明確性と実効性を確保するために、どのような全体的な構造や枠組みを採用すべきか。例えば、前文、定義、一般原則、一般的義務、具体的権利、および実施規定を含めるべきか。



27.  まず、IDAは、高齢者の市民的、政治的、経済的、社会的、文化的権利を扱う総合的な条約の制定を強く求めている。高齢者のあらゆる権利に関連して積極的義務を定めることは、訴訟による執行を含め、実施を推進する上で極めて重要である。さらに、障害のある高齢者に対する合理的配慮を受ける権利、およびその拒否を差別の一形態として規定することは、経済的、社会的、文化的権利についても非差別義務が直ちに適用されることから、これらの権利の享受を促進するのに役立つ[footnoteRef:20]。  [20:  E/1991/23、パラグラフ1。例えば、アンナ・ローソン、「国連障害者権利条約と欧州の障害者法：結束の触媒か？」O.M. アルナルドッティル＆G. クイン（編）、 『国連障害者権利条約：欧州およびスカンジナビアの視点』、81–109頁（ライデン：Martinus Nijhoff、2009年）。] 

28.  とはいえ、IDAは、今後の高齢者権利条約において、障害者権利条約の構造を参考にしつつ、明確性、実効性、包摂性、および適用範囲を高めるための若干の微修正を加えることが可能であると考えている。これについては、次の段落で述べる。この意味で、意見募集で提示された質問に含まれるすべての要素は重要であり、将来の条約、特に（前節の要素に沿った）一般原則の条項の一部となるべきである。  
29.  障害のある高齢者、そして最終的にはその他の特定の高齢者グループを明確に含めるためには、「二本立てのアプローチ」（twin track approach）が望ましいかもしれない。 障害のある女性の場合、障害者権利条約は第6条に具体的な規定を盛り込んでいるだけでなく、彼女たちにとって特に関連性の高い問題を取り扱う条項（例えば、搾取、暴力、虐待からの自由に関する第16条）においても、障害のある女性への言及を含んでいる。同様に、例えば法的能力や地域社会への包摂に関連する（新しい条約の）条項において、障害のある人々への言及を検討することができる。
30.  IDAは、将来の条約において、国内実施機関（例：政府内の連絡先や調整メカニズム）に関する規定と、国内レベルでの独立した監視（パリ原則に準拠した独立監視メカニズムによるもの）に関する規定を別々に設けることを提案する。障害者権利条約が第33条で行ってしまったことであるが、これら両要素を同一の条項に混在させるべきではない。 この極めて実務的な指摘は、一部の国が、適切な独立した監視体制を確立せず、非独立の機関を障害者権利条約第33条(2)で要求される監視機能を果たすものとして提示する傾向があったという事実に関連している[footnoteRef:21] 。 [21:  独立した人権監視の先行事例の欠如、強力な国内人権機関の不在、および翻訳上の問題が、このような混乱の一因となっている可能性がある。] 

31.  国際協力は、低・中所得国における権利実施のための資源動員、特に社会的保護および医療制度の強化のために不可欠となり得る。その意味で、障害者権利条約第32条および障害者権利委員会の関連作業を基盤とすることは、実施規定の一部としてだけでなく、国家の管轄領土外における義務や国際金融機関内におけるその役割に関する考察の一部としても、将来の条約における有用な要素となり得る。 
32.  また、IDAは、高齢者の権利に関する国際的な監視メカニズム、すなわち「国連高齢者権利委員会」を、将来の条約の条文に盛り込むことを求める。この重要な規定は、これまでの条約のモデルに従うべきであり、権利の監視を促進・強化し、審査プロセスへの市民社会組織（CSO）の関与を確保することを目的として、現在の技術を活用して革新的なものとなる可能性がある。
 おわりに
33.  IDAは、この歴史的なプロセスに参加し、障害者権利条約で定められた人権基準に関して国際人権法に後退や断片化が生じないよう提言する。そして、高齢者の権利に関する拘束力のある文書が、障害のある高齢者の権利に対して適切かつ個別の保護を提供し、保護の空白を埋めるよう働きかける。
34.  高齢化と障害には明確な交差性が存在し、これについてはより詳細な検討が必要となる可能性がある。いずれにせよ、障害のある高齢者を含むすべての高齢者の尊厳を回復し、自律を保障するという目的、権利行使の制約を取り除き権利行使のための支援を提供するという目的、そしてエイジズム（年齢差別）、差別、排除、孤立と闘い、包摂的な社会を育むという目的を常に念頭に置くことで、このプロセスは、強く必要とされる、有用な法的拘束力のある文書へと至る可能性が極めて高い。

（翻訳：佐藤久夫、　　）
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